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(57)【要約】
　本明細書では光凝固術システムを記載する。これは、
眼内及び患者の網膜の近くでのマルチスポットレーザ治
療処置を容易にする。一実施形態例においては、修正し
た眼内用プローブがレーザシステムで動作し、プローブ
又はプローブの針を移動させる。これにより、マルチス
ポットパターンを、針(及び針先端)の回転移動を制御す
ることで、患者の網膜に照射する。また、本システムは
、針先端の操縦性及び角変位を容易にし、これらの異な
る動作をレーザ光凝固術システムで同期させる。これに
より、照準光を照射し、その後に、所望の露光時間及び
パワーで所望のパターン箇所にレーザ治療光を照射する
。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　システムコントローラと、照準光及び治療光を生成するレーザ源とを含む光凝固術のシ
ステムであって、当該システムは、
　遠位端と近位端を有するプローブであって、該近位端は前記レーザ源に結合される光フ
ァイバケーブルに結合し、該プローブの該遠位端は眼科学的処置用に構成され、長手部分
と該長手部分の端に角度のついた先端を有するように構成される、プローブを含み、
　前記プローブの遠位端は、角回転するように構成されて、そこに位置するスポットの整
列パターン及び/又は治療パターンを形成する複数のスポットを有する少なくとも一つの
円周を描く、システム。
【請求項２】
　前記プローブの先端は、固定又は可変のいずれか一方で構成可能な方向角を含む針先端
を含む、請求項1に記載のシステム。
【請求項３】
　前記プローブの遠位端は、複数のスポットを用いて複数の同心円を描くように構成され
て、所望の整列及び治療パターンを形成する、請求項2に記載のシステム。
【請求項４】
　前記プローブを保持するように構成され、前記システムコントローラと動作可能に通信
するように構成されるプローブホルダをさらに含む、請求項3に記載のシステム。
【請求項５】
　前記プローブホルダは、
　前記プローブの長手方向の変位のための変位用モータと、
　前記プローブの変位用センサと、
　前記変位用モータと前記変位用センサとに動作可能に結合し、前記システムコントロー
ラと通信するように構成される制御回路部材と、をさらに含み、
　前記変位用モータは、前記プローブに動作可能に結合するアクチュエータと係合し、前
記プローブの長手方向での変位を制御するように構成され、
　前記変位用センサは、前記プローブ上に位置する変位部材を感知するように構成され、
前記プローブの変位移動を伝えるように構成される、請求項4に記載のシステム。
【請求項６】
　前記プローブホルダは、
　前記プローブの角回転のための角回転用モータと、
　前記プローブの角回転用センサと、
　前記角回転用モータと前記角回転用センサとに動作可能に結合し、前記システムコント
ローラと通信するように構成される制御回路部材と、をさらに含み、
　前記角回転用モータは、前記プローブに動作可能に結合するアクチュエータと係合し、
前記プローブの角回転又は変位を制御するように構成され、
　前記角回転用センサは、前記プローブ上に位置する角回転部材を感知するように構成さ
れ、前記プローブの角回転移動を伝えるように構成される、請求項4又は5に記載のシステ
ム。
【請求項７】
　前記プローブは、針と針先端とを含み、
　前記針及び前記針先端は、前記アクチュエータ、前記変位用モータ及び前記角回転用モ
ータの少なくとも一つに対して応答する、請求項5又は6に記載のシステム。
【請求項８】
　前記照準光は前記プローブホルダ内で生成される、請求項4に記載のシステム。
【請求項９】
　前記変位用モータ及び前記角回転用モータは、前記プローブの変位及び回転移動と同様
のものを提供する、機械コンポーネント及びバネから構成される、請求項5又は6に記載の
システム。
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【請求項１０】
　前記プローブは、ある角度で脇にレーザ光をそらす、前記遠位端にある光学要素を含む
、請求項1、3、5又は6に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記プローブは、ある角度で脇にレーザ光をそらす、前記遠位端にある特定の切欠き又
は形状を含む、請求項1、3、5又は6に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記プローブは、前記遠位端に集光要素又はボールレンズを含む、請求項1、3、5又は6
に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記プローブは、照明ファイバ、テーパ端を有するファイバ及びコーティング若しくは
処置された端又は形状が付与された端を有するファイバのうち、少なくとも一つを含む、
請求項1、3、5又は6に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記プローブは、前記プローブの先端で、幾何学的関係で配される複数の光学ファイバ
を含む、請求項1、3、5又は6に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記プローブは、前記遠位端にて、整列及び/又は治療光を、複数の光線に分割する回
折光学素子を含む光学用を含む、請求項1、3、5又は6に記載のシステム。
【請求項１６】
　ハウジングと、
　眼内用のプローブの長手方向の変位のための変位用モータと、
　前記プローブの変位用センサと、
　前記変位用モータ及び前記変位用センサに動作可能に結合し、前記変位用モータ及び前
記変位用センサを制御するように構成される制御回路部材と、を含み、
　前記変位用モータは、前記プローブに動作可能に結合するアクチュエータと係合し、長
手方向の移動を通じて、前記プローブの角変位を制御するように構成され、
　前記変位用センサは、前記プローブ上に位置する変位部材を感知するように構成され、
前記プローブ又はプローブ先端の角変位移動を前記制御回路部材に伝えるように構成され
る、眼内用のプローブホルダアセンブリ。
【請求項１７】
　前記プローブホルダアセンブリは、
　前記プローブの角回転のための角回転用モータと、
　前記プローブの角回転用センサと、
　前記角回転用モータ及び前記角回転用センサに動作可能に結合し、前記角回転用モータ
及び前記角回転用センサを制御するように構成される制御回路部材と、を含み、
　前記角回転用モータは、前記プローブに動作可能に結合するアクチュエータと係合し、
前記プローブの角回転又は変位を制御するように構成され、
　前記角回転用センサは、前記プローブ上に位置する角回転部材を感知するように構成さ
れ、前記プローブの角回転移動を前記制御回路部材に伝えるように構成される、請求項16
に記載のプローブホルダアセンブリ。
【請求項１８】
　前記プローブは、針と針先端とを含み、
　前記針及び前記針先端は、前記アクチュエータ、前記変位用モータ及び前記角回転用モ
ータの少なくとも一つに対して応答する、請求項16又は17に記載のプローブホルダアセン
ブリ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、2013年12月23日に出願された”SYSTEM　AND　DEVICE　FOR　MULTI　SPOT　PHO
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TOCOAGULATION”と題する、米国仮特許出願第61/920,202号の利益を主張する。この出願
の全ての内容は、ここに参照として援用される。
【背景技術】
【０００２】
　本発明は、レーザ眼科外科的処置に関し、より詳細には、人の患者に行われる光凝固術
処置に特に適した方法及びシステムに関する。
【０００３】
　光凝固術が種々の眼科学的処置について利用されている。そのような処置は、スリット
ランプ(SL)レーザ搬送システム、又は外科的介入が必要なときは、眼内用レーザプローブ
のいずれか一方を用いて行われる。スリットランプシステムにおいては、レーザエネルギ
ーは、レーザ源から単一の光ファイバを介して結像光学系に搬送され、処置は比較的高速
かつ良品質の結果を生じ得る。既知のように、結像光学系は種々のコンタクトレンズと組
み合わせて用いられ、ファイバの出力端(遠位)を網膜に集光することができなくてはなら
ない。結像光学系の焦点距離は、典型的には可変、つまり、ズームして、ファイバの画像
の大きさを網膜上で等倍から20倍に拡大する。これは、網膜上で50-1000ミクロンに相当
する。現在のSLシステムは、外科的領域上に単一ポイント露光用の単一ファイバを用意し
ている。外科医は、治療領域上にある低エネルギーの照準光を観察することで、所望の場
所にファイバ画像を位置決めする。レーザをオン・オフする、及び照準光を動かすことで
、外科医は治療領域上に複数スポットのパターンを施す。スポットの数は、治療領域の大
きさと所望するレーザスポットの大きさにより決定される。網膜上のマイクロ動脈瘤への
光凝固術では、レーザスポットの大きさは、周囲組織への損傷を回避するように小さく(<
100ミクロン)するべきである。
【０００４】
　スポットを位置決めし、レーザエネルギーを搬送する時間はSLの特性と外科医の技術に
依存するが、典型的には1スポットあたり1秒である。これは、治療時間が30分を超えるこ
とを意味し、患者及び外科医を疲労させている。また、均一パターンを施すことは難しく
、パターンは典型的には、幾何学的な分布というよりはランダムなものになる。治療が外
科的介入を必要とするときは、SLは用いられず、その代わりに、標準的な眼内用レーザプ
ローブが利用される。治療の目的は同じではあるが、眼内レーザ(又は眼内用の)プローブ
を用いて、患部に光凝固術の燃焼パターンを施す。外科医は、網膜に近い遠位先端を保持
して、半径500ミクロンのスポットを1500-2000個施す。この処置は、30分以上かかる可能
性がある。処置時間が長くなることによりハイリスクの患者群においては麻酔時間が長引
く傾向に伴い、網膜の近くでプローブを用いると、偶発性涙のリスクを上昇させるかもし
れない。
【０００５】
　したがって、眼内用プローブ指向の処置において、スリットランプシステムの品質及び
速度を向上させるシステムが必要である。
【発明の概要】
【０００６】
　本明細書で記載する光凝固術システムの種々の実施形態によれば、眼内及び網膜の近く
でマルチスポットレーザ治療処置を行うことが可能となる。一実施形態例においては、修
正した眼内用プローブは、レーザシステムで動作し、プローブ又はプローブの針を動かす
。これにより、針(及び針先端)の回転移動を制御することで、患者の網膜上にマルチスポ
ットのパターンを照射する。また、システムは、針先端の操縦性及び角変位を容易にし、
これらの異なる移動をレーザ光凝固術システムで同期させる。これにより、照準光を照射
し、その後に、所望の露光時間及びパワーで所望のパターン箇所にレーザ治療光を照射す
る。この及び種々の実施形態例においては、光凝固術器は約514nmから約815nmまでの波長
を用いる。これに限定されるものではないが、約532nmから約577nmまでの範囲が好ましい
。
【０００７】
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　眼内用のプローブを用いて、一スポットずつのパターン及び治療を行う従来技術の方法
とは異なり、本明細書で記載するシステムは、一つのスポットを複数のスポットに変換す
ることによって、多数のマルチスポットパターンを生成することが可能である。この変換
には、少なくとも一本の光ファイバを有する光学部材を用いて、一つのスポットがファイ
バ又はプローブの出力で複数のスポットに分割されることによる。または、この変換は、
複数/多数の光ファイバがまとまった光学部材を用いて、パターン(整列又は治療)を搬送
する。本明細書で教示する効果の一つは、眼内用プローブ又はその針(及び針先端)の機械
的な(変換又は回転若しくは角度)移動でパターンを生成することができることである。
【０００８】
　他の実施形態例においては、光凝固術システムは、標準的な眼科学的光凝固器レーザを
含む。この光凝固器レーザは、プローブホルダ操作又は装置で同期を促進する。システム
はさらに、特別に構成されたプローブホルダ装置を含む。このプローブホルダ装置は、眼
内用プローブを保持し、このプローブ又は/及びそれの針、そして、最終的には針先端の
移動制御ができるように構成される。システムは、固定角のシャフト又は針先端を有する
、特別に構成された眼内用プローブ又は、別の選択肢としては、ホルダ装置ハウジング内
で動作する角度調整可能な先端を有する針プローブも含む。このシステムは、固定角の先
端のみを有する眼内用プローブを用いて、網膜内のマルチスポット治療を促進することに
なる。ここで、このプローブは、単純なパターン(単一の円周移動を描くことによる4点ス
ポット正方形又はマルチスポット円等(以下で、さらに説明及び図示する))を形成し得る
。関連実施形態においては、角度調整可能な先端を有する眼内用プローブを用いると、異
なる半径の円周を有する(一例においては、同心円配置)複数の円周又は円周移動を描く又
は形成することにより、ユーザは、複雑なパターン(大きい正方形、一又は二の円周又は
サブパターンを利用したもの)を生成して、より大きい区画又は領域を埋め得る（本明細
書の後半で図示する）。
【０００９】
　関連実施形態においては、光凝固術レーザは、電気的、電子的及び通信能力を有するケ
ーブルを介してプローブホルダを駆動するように構成された出力プラグで構成される。プ
ローブレーザ先端(回転及び角変位)の移動とレーザ照準光及び治療光の搬送とを同期させ
る。問題がある際には、プローブレーザ先端の位置検出の安全性を確保する。また、ユー
ザが所望のパターンを選択し、全ての処理を制御できる特定のソフトウェアも追加するこ
とになる。
【００１０】
　一実施形態例においては、角度変更可能な先端を有する眼内用プローブが提供されて、
ユーザは、所望の位置にプローブを保持及び固定し得る。また、プローブ及び/又は針先
端が、モータによる回転移動で駆動及び制御され得る。所望するプローブ又は針の角位置
はレーザシステムから受信する。レーザシステムは、正確に位置決めする回転をセンサを
用いて制御し、角回転位置を規制/監視する。また、レーザシステムは、所望のスポット
ごとの箇所で、所望の箇所又は位置で回転を止め得る。レーザシステムは、これらのプロ
ーブ/針位置を同期させて、整列又は治療光を所望の箇所でのみ搬送するようにする。プ
ローブ又は針先端の場所又は位置が所望の、又は正しいものでないときは、位置制御の安
全性を確保するため、治療光を停止する。所定の眼内用プローブが角度調整可能な先端を
有する状態で、レーザシステムは、所定の位置で、プローブを保持若しくは固定するか、
又はプローブ又は針の回転移動を別のモータを介して駆動及び制御してもよい。関連実施
形態では、プローブ及び/又は針(若しくは先端)の移動、回転、長手方向の変換等は、ア
クチュエータ又はプッシュボタンを用い、モータを介して制御される。
【００１１】
　関連実施形態においては、プローブホルダハウジングは、本明細書で記載する移動と似
たような移動を促進するように構成可能である。プローブホルダは、所定の位置にプロー
ブを固定する、又はプローブ若しくは針そのものの回転移動についての指示を操作部品ホ
ルダ内のモータを介して送信する。プローブホルダアセンブリの一部としてアクチュエー
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タを用いると、コマンドが送信されて、操作部品ホルダ内のモータによって針先端の角変
位又は移動を促進する。関連実施形態においては、眼内用プローブに追加される機械的及
び/又は電気的フィーチャにより、プローブ又は針若しくは針先の回転の位置決めを検査
することができる。また、モータ及びセンサは、針を固定したままにし、いかなる移動も
しない(回転及びそれ以外)ことを確保する。
【００１２】
　一実施形態例においては、システムコントローラと、照準光及び治療光を生成するレー
ザ源とを含む光凝固術レーザシステムであって、システムは、遠位端と近位端を有するプ
ローブを含み、近位端はレーザ源に結合される光ファイバケーブルに結合し、プローブの
遠位端は眼科学的処置用に構成され、長手部分と該長手部分の端に角度のついた先端を有
するように構成される。本実施形態例においては、プローブの遠位端は、角回転するよう
に構成されて、そこに位置するスポットの整列パターン及び/又は治療パターンを形成す
る複数のスポットを有する少なくとも一つの円周を描く。システムは、プローブを保持す
るように構成され、システムコントローラと動作可能に通信するように構成されるプロー
ブホルダをさらに含む。一実施形態例においては、システムは、プローブホルダを含み、
プローブホルダは、プローブの長手方向の変位のための変位用モータと、プローブの変位
用センサと、変位用モータと変位用センサとに動作可能に結合し、システムコントローラ
と通信するように構成される制御回路部材と、を含む。本実施形態においては、変位用モ
ータは、プローブに動作可能に結合するアクチュエータと係合し、プローブの長手方向で
の変位を制御するように構成される。また、変位用センサは、プローブ上に位置する変位
部材を感知するように構成され、プローブの変位移動を伝えるように構成される。
【００１３】
　関連実施形態においては、プローブホルダは、プローブの角回転のための角回転用モー
タと、プローブの角回転用センサと、角回転用モータと角回転用センサとに動作可能に結
合し、システムコントローラと通信するように構成される制御回路部材と、をさらに含む
。本実施形態例においては、角回転用モータは、プローブに動作可能に結合するアクチュ
エータと係合し、プローブの角回転又は変位を制御するように構成され、角回転用センサ
は、プローブ上に位置する角回転部材を感知するように構成され、プローブの角回転移動
を伝えるように構成される。
【００１４】
　他の実施形態例においては、レーザ又は眼内用のプローブアセンブリが提供される。こ
のアセンブリは、ハウジングと、眼内用のプローブの長手方向の変位のための変位用モー
タと、プローブの変位用センサと、変位用モータ及び変位用センサに動作可能に結合し、
変位用モータ及び変位用センサを制御するように構成される制御回路部材と、を含む。本
実施形態例においては、変位用モータは、プローブに動作可能に結合するアクチュエータ
と係合し、長手方向の移動を通じて、プローブの角変位を制御するように構成される。ま
た、変位用センサは、前記プローブ上に位置する変位部材を感知するように構成され、前
記プローブ又はプローブ先端の角変位移動を前記制御回路部材に伝えるように構成される
。
【００１５】
　本発明をより十分に以下にて、添付の図面を参照して記載するが、この発明の概要と、
詳細な説明と、説明又はそれ以外の方法で開示される任意の好適及び/又は特定の実施形
態と合わせて読んでもらうことを意図している本発明は、多くの異なる形態で具現化され
てもよく、本明細書に記載した実施形態に限定して解釈されるべきはない。むしろ、これ
らの実施形態は、例示することのみを目的として提供されて、本開示は徹底かつ完全とな
り、当業者に発明の全範囲を十分に伝達するものとなっている。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
　本発明の他の目的及び効果は、添付の図面に関連して把握される、本発明の次の詳細な
説明から明らかとなっている。
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【００１７】
【図１】図1は、本発明に従う、マルチスポット外科的レーザシステムである。
【００１８】
【図２Ａ】図2Aは、本明細書で開示するシステムにより構成可能な整列及び治療パターン
である。
【図２Ｂ】図2Bは、本明細書で開示するシステムにより構成可能な整列及び治療パターン
である。
【図２Ｃ】図2Cは、本明細書で開示するシステムにより構成可能な整列及び治療パターン
である。
【図２Ｄ】図2Dは、本明細書で開示するシステムにより構成可能な整列及び治療パターン
である。
【図２Ｅ】図2Eは、本明細書で開示するシステムにより構成可能な整列及び治療パターン
である。
【図２Ｆ】図2Fは、本明細書で開示するシステムにより構成可能な整列及び治療パターン
である。
【図２Ｇ】図2Gは、本明細書で開示するシステムにより構成可能な整列及び治療パターン
である。
【００１９】
【図３】図3は、本発明に従う、プローブ操作ホルダを図示する。
【００２０】
【図４】図4は、本発明に従う、眼内用プローブを挿入したプローブ操作ホルダを図示す
る。
【００２１】
【図５Ａ】図5Aは、本発明に従う、プローブホルダ内に収まり得る眼内用プローブを図示
する。
【図５Ｂ】図5Aは、本発明に従う、プローブホルダ内に収まり得る眼内用プローブを図示
する。
【００２２】
【図６】図6は、本発明に従う、マルチスポット外科的レーザシステムの別である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下は、本開示による方法及び装置に関する種々の関連観念及び実施形態のより詳細な
記述である。本開示は、医師により選択された治療の正確性及び信頼性を向上しつつ、眼
の治療時間を縮める(speed　up)、改善した診療及び治療システムについてのものである
。上記に示し、下記により詳細に説明する主題の種々の観点は、その主題が特定の実装方
式に限定されることなく、任意の多数の方法で実装してよいと理解するべきである。特定
の実装及び用途の例を、説明を目的として主に提供する。
【００２４】
　図面を参照する。図1は、本発明に従う、マルチスポット外科的レーザシステム10であ
る。システム10は、レーザ光凝固術器20を含む。レーザ光凝固術器20は、フットスイッチ
30に結合する。フットスイッチ30は、発射モード及びスリットランプ(とりわけ、光凝固
術器に関連する項目)を制御する。レーザ光凝固術器20は、電気コード・ケーブル21を有
して、システムに電力を供給し、いくつかの実施形態においては、同様に制御又は通信の
ために用いる。光凝固術器20は、スクリーン・ディスプレイ22を有して、ユーザ又は医師
が、所望する整列及び/又は治療パターンを選択し、その他全ての治療パラメータ(これら
に限られるものではないが、治療光の強度、露光時間等)を制御できるようにする。光学
ファイバ24は、一端で光凝固術器20に、他端で手持部材・ホルダ40(handheld　member　o
r　holder)に、動作可能に結合している。本実施形態例では、ファイバ24は眼内用プロー
ブ50に動作可能に結合している。眼内用プローブ50は、プローブホルダ40内に収容してよ
い。眼内用プローブ50は、針52と、これに結合した針先端52Aと、を有する。この実施形
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態例においては、針先端52Aは、そこから出射する整列パターン60(及び、整列パターンを
覆う治療パターンを作動するとき)を患者の網膜に照射する。このシステムにより構成可
能及び生成するパターンをここで説明する。
【００２５】
　図2Aから図2Gを参照する。図2Aから図2Gは、システム10及び本明細書で開示する種々の
他のレーザシステムにより構成可能な種々の整列及び治療パターンである。本明細書で教
示するシステムから生成され得る、可能なパターン例としては、(異なる大きさの、)正方
形(square)、円、長方形、線がある。これらは、操作部品ホルダ40内にある、特定の修正
した眼内用ファイバ24又は針52を一回又は複数回、回転する(turn)ことによって、複数の
スポットで埋まる区画又は領域を規定する。これは、レーザ20と眼内用ファイバの針52と
の同期によって達成する。その結果、針先端52Aの回転させつつ(turn　or　rotate)、針
先端での角変位を生成する(それにより、針先端での移動を照射する)ことになる。網膜上
でのスポット半径は、眼内用ファイバ先端と目標組織との間の距離に応じて変化すること
になる。図2Aは、標準的な眼内用ファイバで生成される単一スポットを図示する。一方、
図2Bは、システム10及びプローブ50を用いて生成した4点スポットパターン(小さい正方形
)を図示する。このパターンは、結合又は接続した固定角の眼内用プローブ又は、別案と
して、調整可能な先端角を有する特定の眼内用プローブを用いて生成される。図2Cは、10
点スポットを有する円形パターン例を図示する。このパターンは、結合した固定角の眼内
用プローブ又は、調整可能な先端角に結合する眼内用プローブを約1回転させて生成する
。
【００２６】
　図2Dにおいては、12点スポットパターンの例を図示している。このパターンは、調整可
能な先端角に結合した眼内用プローブを約2回転(turns　or　rotation)させて生成する。
図2Eは、16点スポットパターンの例(4×4の正方形パターンになる)を図示する。このパタ
ーンは、調整可能な先端角に結合する眼内用プローブを約3回転させて生成する。図2Fは
、10点スポット区画パターンのさらに別の例を図示する。このパターンは円弧パターンに
類似し、調整可能な先端角に結合する眼内用プローブを約3回転させて生成する。図2Gは
、8点スポット長方形パターンのさらに別の例を図示する。このパターンは、調整可能な
先端角に結合する眼内用プローブを約2回転させて生成する。このため、当業者にとって
、多数のパターン及び区画埋めスキームが本明細書で教示するレーザシステムで可能であ
ることが明らかである。
【００２７】
　さて、図3及び図4を参照する。プローブ操作ホルダ40の実施形態例を図示している。プ
ローブ操作ホルダ40は、プローブハウジング40Aと、プローブ円筒状開口40Bとを含む。開
口40Bは、ハウジング40Aの長さに及ぶ。開口40Bは、光学ファイバ51がプローブ50に結合
した状態で、眼内用プローブ50を受け入れるように構成される。プローブハウジング40A
は、プローブ又は針52の先端の角度を駆動するように構成されるモータ41をその内部に含
む。また、プローブハウジング40Aは、プローブ50の角度又は針先端52Aの角度を間接的に
検査するように構成されるセンサ45を含む。本実施形態例においては、プローブハウジン
グ40Aは、針52又はプローブ50(所望の実施形態に依存する)を回転させるモータ42と、針
又はプローブの回転角を検査するセンサ43とをさらに含む。ハウジング40Aは、回路及び
プロセッサを含む回路基板44も有する。回路及びプロセッサは、プローブハウジング内の
種々のモータを制御して、所望のプローブ位置(角回転及び/又は角変位)又は針先端52Aの
角位置を生成する。関連実施形態においては、基板44は、光凝固術器システムコントロー
ラと通信するように構成される。電気コード・ケーブル48は、一端でハウジング40Aに結
合し、他端でレーザ20に動作可能に結合する。電気コード・ケーブルは、プローブ先端位
置の移動について、角度及び回転についての同期を確立する。本実施形態例においては、
長手方向の移動により、針先端52Aにどの位の角度があるかが制御される。針先端52Aの角
度変更は、網膜内に作り出される円の大きさに直接的に対応し、種々の照準光パターンの
形成に役立つ。関連実施形態においては、プローブホルダ及びモータは、プローブ及び針
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【００２８】
　図5A及び図5Bを参照する。図5A及び図5Bは、本発明の実施形態に従う、眼内のプローブ
50の二つの実施形態例である。図5Aにおいて、プローブ50はファイバ51に結合し、ファイ
バ51はレーザ20に光学的に、及び/又は電気的に結合する。ボタンアクチュエータ54がこ
こに含まれ、ボタンアクチュエータ54は、プローブ50に動作可能に結合して、次の一つ又
はそれ以上のことを促進する。(ハウジング40Aの内外で)プローブ40Aの長さに沿った円筒
40B内での長手方向の械的押し/引き又は移動/変換や、回転移動に伴う、眼内用プローブ
の種々の角度でのプローブ本体又は針先端52Aの移動許容能力がある。ボタン・アクチュ
エータ54は、装置センサ43が眼内用プローブ先端角を検証又は決定できるようにも構成さ
れ得る。プローブ50上に位置する変位部材56は、装置センサ43が角回転の観点から眼内用
プローブ及び針の位置のそれぞれを判定することができるように構成する。プローブ50上
に位置する角回転部材58は、プローブホルダを固定、又は保持するように(機械的又はそ
の他方法で)構成されて、プローブ50又は針52の角回転を許容する。挿入図は、アクチュ
エータ54に応じる針先端52Aの(種々な角度での)移動を図示する。
【００２９】
　図6を参照する。本明細書で教示するようにスリットランプ式の眼科学的治療を提供す
るように構成した要素を除き、システム10と類似するいくつかの要素を有する、別のマル
チスポット外科的レーザシステム100を提供する。本実施形態例においては、電気コード1
21及び光学ファイバ124がレーザ源20に結合し、ファイバ先端124Aは、他端で装置に結合
し、モータ(図示せず)及び位置センサを用いた変換/変位移動及び先端の回転を許容する
。さらに、そのような装置は、固定のスポットサイズ変更器126に結合されている。スポ
ットサイズ変更器126もフォーカスレンズ128に結合される。患者の眼180は、スリットラ
ンプ170を用いてユーザ182により、診断および治療される。スリットランプ170は、コン
タクトマイクロマニピュレータ172を有する鏡を制御することができる。鏡は、先端124A
からの光を、コンタクトレンズ174を通して患者の眼180に向けて反射する。当業者にとっ
て既知の修正をシステム100に施し得る。これにより、種々のパターンを、網膜及び角膜
を含む患者の眼に照射し、治療する。図2Aから図2Gに図示するパターンは、システム10及
びシステム100によって生成されるが、ユーザに対してディスプレイ22内で表示可能であ
るため、正しい治療パターンが用いられていること、そうでない場合には、調整がなされ
得ることを確保する。
【００３０】
　上述した教示は、スリットランプシステムにも適用可能である。ここでのスリットラン
プシステムでは、本明細書で記載したファイバ又はプローブとは対照的なレーザビームを
編位させる又は動かすスキャナを用いることなく、ファイバの回転及び変換移動によって
、整列及び治療パターンを形成し得る。また、ズームをスポットサイズの整列のために必
要とせず、たった一つの固定のスポットサイズ又は数個の固定のスポットサイズを用いる
ことができ、本発明を用いた標準的なパターンを形成して、治療対象の区画又は領域を埋
める。
【００３１】
　眼科学的診断及び治療システムに関する次の特許及び公報は、それら全ての内容がここ
に参照として援用されるとともに、本明細書における開示内容の一部を構成する。米国特
許第6,096,028号、米国特許第8,496,331号及び米国特許出願公報第2011/0144627号並びに
国際公開2008/024848号である。
【００３２】
　本明細書で規定する、前述した発明の特定実施形態は、説明することのみを目的とする
。種々の差異(deviations)及び修正を、本発明のメインテーマから逸脱することなく、本
発明の精神及び範囲内で行ってよい。
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【図５Ｂ】

【図６】
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